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■売却物件概要

番号 種別 面積 予定価格

 宅地 353.70 ㎡ 5,321,420 円

 宅地 245.46 ㎡ 3,910,180 円

 宅地 310.98 ㎡ 5,504,350 円

 宅地 310.20 ㎡ 5,490,540 円

 宅地 133.53 ㎡ 1,335,300 円

 宅地 122.68 ㎡ 1,226,800 円

 宅地 122.84 ㎡ 1,228,400 円

 宅地 116.15 ㎡ 1,161,500 円


宅地、

建物（工場）
土地 1,665㎡、

床面積 1,188.9㎡
9,810,000 円

● 真山郵便局

● 三本木中学校

● 三本木小学校

● 真山小学校
● 真昌寺
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田尻中学校

● 

● 
田 尻 ス キ ッ
プセンター

● 

沼部小学校

４ ● 三本木郵便局

三本木総合支所

● 

売却物件番号 

岩出山字下真山佐野18番1、19番1

売却物件番号 ～

三本木字しらとり3番3、4、5、6

売却物件番号 ～

田尻北牧野目字新田25 番1、8、9、10
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■表 1  国民健康保険税の軽減判定所得額

軽減
割合

基準世帯

7 割 世帯の所得が33万円を超えない世帯

5 割
世帯の所得が「33万円＋27万円×（被保険者数

＋特定同一世帯所属者数）」を超えない世帯

2 割
世帯の所得が「33万円＋49万円×（被保険者数

＋特定同一世帯所属者数）」を超えない世帯

※特定同一世帯所属者は、国民健康保険から後期高

　齢者医療制度に移行した75歳以上の人です。

※平成31年度は資格取得後2年間が軽減対象です。

⇒ ⇒

■表 2  後期高齢者医療保険料均等割額の軽減判定

所得額

軽減
割合

世帯の被保険者と世帯主（被保険者でない人
も含む）の所得の合計が次の金額以下の世帯

9 割

33万円以下で、世帯内の被保険者全員が年

金収入80万円以下の世帯（年金以外の所得

がない場合）

8.5 割 上記以外の世帯

5 割
「33万円＋（27万円×世帯の被保険者数）」を

超えない世帯

2 割
「33万円＋（49万円×世帯の被保険者数）」を

超えない世帯

■表 3　後期高齢者医療保険料均等割額の軽減割合

平成29年度

7割軽減

平成30年度

5割軽減

平成31年度

5割軽減 ※

 


